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　平成２２年８月２７日付けで、厚生労働省から日本脳炎予防接種
第２期のワクチンとして、新しいワクチンの使用が認められま
した。保護者が強く希望される場合に限り、第２期の接種がで
きるようになりました。希望の方は、保健センターまでご連絡
ください。
　今回接種を受けられるのは、９歳以上１３歳未満で、すでに日本
脳炎第１期の３回の接種が済んでいる方が対象となります。
　１３歳を過ぎてしまった方の第２期の接種は、現在、定期外の
接種となり、公費での接種はできません。経過措置（中止期間
中に１３歳を過ぎてしまい、接種できなかった方への救済制度）
の実施の有無などについて、厚生労働省が検討していますが、
いつ決定されるかは未定です。厚生労働省から決定の通知があ
り次第、広報などでお知らせします。
　自費で予防接種を受けられた方は、保健センターにお知らせ
ください。
【問い合わせ先】環境衛生課保健係　�（４８）１１１１（内３１１・３１２）

◎　被害相談窓口　
　　警察では各種の被害相談窓口を設け、被害者の方からさまざまな相談に応じています。
　・ 被害者本人からだけでなく、家族や友人からの相談も受け付けています。　
　・ 困っていること、不安なこと、手助けなど、なんでも気軽にご相談ください。
　私たちは、あなたと家族が安心して暮らせるように、力を尽くします。

◎　犯罪被害給付制度　
　　この制度は、故意の犯罪行為で、大切な家族が不慮の死を遂げたり、傷害や疾病を受けたり、障害が残ったにも
かかわらず、公的救済や加害者側からの損害賠償も得られない犯罪被害者の遺族または被害者本人に対して、社会
の連帯共助の精神に基づき国が給付金を支給することにより、少しでも精神的・経済的打撃をやわらげようという
ものです。

　　詳しい内容については、愛知県警察本部住民サービス課犯罪被害者支援室　�０５２（９５１）１６１１
□問い合わせ先　半田警察署住民サービス係　�（２１）０１１０

※　レディース・ホットラインと被害少年相談は愛知県内からのみ通話可能です。

内　容受付時間電話番号相談窓口名
犯罪被害者のためのこころの
悩み相談

月～金（祝日、年末年始を除く）
午前９時～午後５時０５２-９５４-８８９７ハートフルライン

性犯罪被害相談月～金（祝日、年末年始を除く）
午前９時～正午、午後１時～午後５時０１２０-６７-７８３０レディース・ホットライン

列車内の痴漢被害相談２４時間０５２-５６１-０１８４ふれあいコール
犯罪やいじめ等の被害に関す
る相談

月～金（祝日、年末年始を除く）
午前９時３０分～午後４時０１２０-７８６７-７０被害少年相談

ストーカー被害に関する相談２４時間０５２-９６１-０８８８ストーカー１１０番

犯罪被害等に関する相談月～金（祝日、年末年始を除く）　
午前１０時～午後４時０５２-２３２-７８３０社団法人被害者サポートセ

ンターあいち（民間団体）
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